
 
資料３ 

 

 

 
国民健康保険制度改革（国保の広域化）と保険料について 

１ 国保制度改革の概要 

① 運営の在り方 

（総論） 

○都道府県が県内の市町村とともに国保の運営を担う。 

○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の

確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 

○都道府県が県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が行う

事務の効率化、標準化、広域化を推進 

 都道府県の主な役割 市町村の主な役割 

② 財政運営 

財政運営の責任主体 

・市町村ごとの納付金を決定 

・財政安定化基金の設置・運営 

・国保事業費納付金を県に納付 

③ 資格管理 

・国保運営方針に基づき、事務の効率 

化、標準化、広域化を推進 

  ※④と⑤も同様 

・地域住民と身近な関係の中、資格を管

理（被保険者証等の発行） 

④ 保険料の決定、 

賦課・徴収 

・標準的な算定方法等により、市町村ごと 

の標準保険料率を算定・公表 

・標準保険料率等を参考に保険料を決定 

・個々の事情に応じた賦課・徴収 

⑤ 保険給付 

・給付に必要な費用を全額、市町村に対 

して支払い 

・市町村が行った保険給付の点検 

・保険給付の決定 

・個々の事情に応じた窓口負担減免等 

⑥ 保健事業 ・市町村に対し、必要な助言・支援 

・被保険者の特性に応じた、きめ細かい

保健事業を実施  （データヘルス計画

等） 

 

２ 広域化後の国保財政の仕組み 

 

 

 

 

【現行】        【広域化後】 

 

≪市町村の国保特別会計≫        ≪都道府県の国保特別会計≫ 

 

    

 

 

                                     納付金      交付金    

        保険料 給付費  ≪市町村の国保特別会≫  

 

 

 

 

                                        保険料  給付費 

 

３ 納付金と保険料の関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 県全体の保険給付費等（５，４８７億円）から、国から県に入る公費（①の図「公費」「前期

高齢者交付金」）を差し引いたものが、県の納付金算定基礎額（２，２０２億円） 

 

② 県の納付金算定基礎額について、各市町村に按分する際、市町村ごとに激変緩和等の調整を

行い、公費を加減算して市町村ごとの納付金額を確定 

※県全体の納付金（２，０８６億円） 

 

③ 各市町村における納付金と保険料の考え方 
 

 

 

 

＝ 

 

○都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの納付金額の決定や、保険給付に必要な

費用を全額市町村に対して支払うことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

○市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納入する。

 

収入 
支出 

  

収 入 

支出 
 

収入 

支 出 

   

 
 ・保険給付に必要な費用

を全額、市町村へ交付 

・災害等、市町村に特別

な事情がある場合に、そ

の事情を考慮して交付 

 

県全体の保険給付費（医療費）等を推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公費 

県全体の保険給付費（医療費）等を推計（5,487億円） 

前期高齢者交付金 

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村 

公費 

特別調整交付金など市町村
に交付される公費 

各市町村に按分し、市町村ごとに公費を加減算 

保健事業、葬祭諸費等、保険料
で賄う市町村ごとの給付等 

保険料収納必要額 

納付金算定基礎額（2,202億円） 

納付金（2,086億円） 

①   

 ②  

③   

公費 

保険料収納必要額 

 

保健事業、葬祭諸費等、保険料
で賄う市町村ごとの給付等 

特別調整交付
金など市町村
に交付される
公費 

 納付金 
歳出 

歳入 

 納付金 

保健事業、葬祭諸
費等、保険料で賄
う市町村ごとの給
付等 

特別調整交付
金など市町村
に交付される
公費 

保険料収納必要額（保険料で集める額） 

法定外繰
入金等 

法定
外繰
入金
等 




